
令和３年８月２４日（火）web会議開催
下山　慶太（公認会計士）小松　正道（弁護士）
大藤　淑子（税理士）

　

（詳細に記述すること。） （詳細に記述すること。）

・ 特段意見なし

事務局：　　　　　　　　　

委員会による意見の具申又は勧告の内容

［これらに対し部局長が講じた措置］

(注1)必要があるときは、各事項を著しく変更することなく、所要の変更を加えることができる。
(注2)公益社団法人等とは、公益社団法人又は公益財団法人（一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公
益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第４２条第１項
に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含む。）をいう。

１件
（特記事項）
動物医薬品検査所入札等監視委員会規則の一部改正に伴い年３回の開催とすること、令和３年度第２回は
10月、第３回は１２月開催することで委員の了承を得た。

委員からの意見・質問、それに対する回答等

意見・質問 回答等

別紙のとおり 別紙のとおり

標準型プロポーザル

その他の随意契約

物
品・
役務
等

一　般　競　争 ８件　　　うち、１者応札案件１件

指　名　競　争

随意契約（企画競争・公募）

随意契約（その他）

簡易公募型競争

その他の指名競争

随
意
契
約

公募型プロポーザル

簡易公募型プロポーザル

工事希望型競争

その他の指名競争

随意契約

業務

一般競争 ０件

指
名
競
争

公募型競争

審議対象案件 １０件　　　　　　　うち１者応札案件２件

抽出案件 ５件　　　　　　　うち１者応札案件２件
（抽出率５０．０％）（抽出率１００％）

抽
出
案
件
内
訳

工事

一般競争 １件

指
名
競
争

公募型指名競争

別紙様式第１０
　　　　令和３年度第１回動物医薬品検査所入札等監視委員会　審議概要

令和3年9月30日
開催日及び場所

委員

審議対象期間
令和３年１月１日　～　令和３年３月３１日



別紙

2　排水滅菌処理設備点検整備請負業務

5　エタノールほか２１品目

６　全体を通して（総評）

８５品目の中に特殊なものはあったのか。 一般的に流通している製品のみとなっている。

不落となった経緯はどのようになっていた
か。

入札公告に記載のとおり、最低入札価格が予定価格に達
しなかった場合は３回を限度として入札を行うものとし
ており、３回の入札のいずれも最低入札価格が予定価格
に達さず不落となった。

問題なく入札・契約手続が行われている。入
札参加者を増やす努力は今後も継続していく
必要はある。
引き続き、今回委員から出た意見について、
入札事務を行う上の参考にしつつ、適正な入
札・契約手続を行って頂きたい。

製造メーカーのセオービット株式会社が優先
されるのか。

製造メーカーは整備内容を熟知しているという点で有利
となるかと思うが、技術的には他の業者でも対応可能な
内容と思われるため、必ずしもこのメーカーでないと対
応できないという業務ではない。

3　トリプシンEDTAほか７８品目

特になし

4　バイオセーフティーパックほか８５品目

今後の移転の際は今回の設備はどのような扱
いになるのか。

移転時は移設時のコスト等も考慮し判断する。

入札説明書を取りに来たのは1者のみだった
のか。入札に参加する可能性がある業者は
あったのか。

入札説明書を取り来たものは1者のみ。専門的な内容では
あるが履行内容を実施しうる技術を持つ業者は他にもい
ると思われる。過去の入札では他の業者が参加していた
という実績があるので今回の業者のみが実施可能な履行
内容とはなっていないと思われる。

この業務の作業を実施する際、何かを装備し
て行っていたか。また、何名かで対応してい
たのか。

タイベック（防護服）を着用して作業を行っている。今
回の業者は作業員１名で作業を行っていた。法定検査時
は検査を行う協会から派遣された１名と検査等を行って
いた。

意見･質問 回答等

1　動物医薬品検査所生ワクチン検査室冷蔵室及び恒温室空調ユニット更新工事

対応可能な業者は限られてくる工事なのか。
また、予定価格作成の際、参考見積を徴取し
た１者以外に声をかけたのか。

インターネットで調べた所、他の業者でも対応可能な工
事と思われる。参考見積は入札説明書を取りに来た業者
全てに依頼しているが、今回の入札の際は入札説明書を
取りに来た業者は１者のみだったため、参考見積の依頼
もその１者のみである。

入札参加者を増やすために積極的な声のかけ
かた等も検討されてはいかがか。他の業者も
幅広く応札いただくためにも工夫が必要かと
思う。現行設備はどちらのメーカーのもの
か。

既設のものは三洋電機製。参考見積の徴取（若しくは聴
取）については発注者綱紀等を踏まえ可能な範囲で対応
したい。


